
内
閣
衆
質
一
五
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第
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号

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉
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一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
る
被
害
発
生
の
原
因
究
明
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日
受
領

答

弁

第

七

号



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
る
被
害
発
生
の
原
因
究
明
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
四
年
九
月
十
日
内
閣
衆
質
一
五
四
第
一
九
〇
号
）
別
表
第
二
中
の
御
指
摘
の
三
事
例
に
関
す
る
事

実
経
過
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

�

平
成
元
年
七
月
七
日
、
福
島
県
か
ら
、
同
年
五
月
九
日
に
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
お
た
ふ
く
か
ぜ
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン

（
以
下
「
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
」
と
い
う
。
）
の
接
種
を
受
け
た
者
が
同
月
十
六
日
に
急
性
心
不
全
に
よ
り
死
亡
し
た
旨
の

連
絡
を
受
け
た
。
ま
た
、
平
成
二
年
一
月
八
日
付
け
で
被
接
種
者
の
保
護
者
か
ら
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

六
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
死
亡
一
時
金
及
び
葬
祭
料
の
請
求
が
あ
り
、
同
月
二
十
九
日
に
福
島
県

か
ら
厚
生
省
へ
進
達
さ
れ
た
。

当
時
、
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
係
る
厚
生
大
臣
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
、
厚
生
大
臣
か
ら
公
衆
衛
生
審

議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
へ
諮
問
さ
れ
、
審
議
会
か
ら
予
防
接
種
健
康
被
害
認
定
部
会
（
以
下
「
認
定
部
会
」

と
い
う
。
）
に
付
議
さ
れ
、
認
定
部
会
の
下
に
設
置
さ
れ
た
特
別
委
員
会
（
以
下
「
特
別
委
員
会
」
と
い
う
。
）
で
審
議

一



さ
れ
た
後
、
認
定
部
会
で
意
見
の
取
り
ま
と
め
が
行
わ
れ
、
審
議
会
か
ら
厚
生
大
臣
へ
答
申
さ
れ
る
と
い
う
過
程
を
経
て

い
た
。

右
の
死
亡
事
例
に
つ
い
て
も
、
平
成
二
年
二
月
十
五
日
に
厚
生
大
臣
か
ら
審
議
会
へ
の
諮
問
及
び
認
定
部
会
へ
の
付
議

が
行
わ
れ
、
同
年
三
月
十
四
日
に
特
別
委
員
会
で
審
議
さ
れ
た
。
同
日
の
審
議
で
は
、
認
定
の
可
否
が
「
保
留
」
と
さ
れ

た
が
、
平
成
三
年
一
月
九
日
に
行
わ
れ
た
二
回
目
の
審
議
で
は
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
と
突
然
死
の
因
果
関
係
を
否

定
し
き
れ
な
い
こ
と
か
ら
認
定
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
平
成
四
年
二
月
二
十
六
日
の
認
定
部
会
で
の
意
見
の
取
り
ま
と
め

及
び
審
議
会
か
ら
の
答
申
を
経
て
、
同
年
三
月
三
十
日
付
け
で
厚
生
大
臣
に
よ
る
認
定
が
行
わ
れ
た
。

�

平
成
元
年
十
月
二
十
三
日
、
東
京
都
か
ら
、
同
年
五
月
十
七
日
に
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
受
け
た
者
に
予
防
接
種

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
）
に
定
め
る
二
級
程
度
の
聴
力
障
害
が
残
存
し
て
い
る
旨
の
報
告
を
受

け
た
。
ま
た
、
被
接
種
者
の
保
護
者
か
ら
法
に
基
づ
く
医
療
費
及
び
医
療
手
当
の
請
求
が
あ
り
、
平
成
元
年
十
一
月
二
十

九
日
に
東
京
都
か
ら
厚
生
省
へ
進
達
さ
れ
た
。
平
成
二
年
一
月
二
十
九
日
に
厚
生
大
臣
か
ら
審
議
会
へ
の
諮
問
及
び
認
定

部
会
へ
の
付
議
が
行
わ
れ
、
同
年
二
月
十
五
日
の
特
別
委
員
会
で
の
審
議
に
お
い
て
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
と
両
側

性
難
聴
の
因
果
関
係
を
否
定
し
き
れ
な
い
こ
と
か
ら
認
定
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
同
年
三
月
二
十
八
日
の
認
定
部
会
で
の

二



意
見
の
取
り
ま
と
め
及
び
審
議
会
か
ら
の
答
申
を
経
て
、
同
年
五
月
二
十
二
日
付
け
で
厚
生
大
臣
に
よ
る
認
定
が
行
わ
れ

た
。ま

た
、
被
接
種
者
の
保
護
者
か
ら
法
に
基
づ
く
障
害
児
養
育
年
金
の
請
求
が
あ
り
、
同
年
三
月
二
十
六
日
に
東
京
都
か

ら
厚
生
省
へ
進
達
さ
れ
た
。
平
成
三
年
二
月
二
十
日
に
厚
生
大
臣
か
ら
審
議
会
へ
の
諮
問
及
び
認
定
部
会
へ
の
付
議
が
行

わ
れ
、
同
年
十
月
二
十
三
日
に
認
定
部
会
の
下
に
設
置
さ
れ
た
等
級
委
員
会
（
以
下
「
等
級
委
員
会
」
と
い
う
。
）
で
の

審
議
に
お
い
て
、
該
当
等
級
は
二
級
と
さ
れ
、
同
日
の
認
定
部
会
で
の
意
見
の
取
り
ま
と
め
及
び
審
議
会
か
ら
の
答
申
を

経
て
、
平
成
四
年
一
月
二
十
四
日
付
け
で
厚
生
大
臣
に
よ
る
認
定
が
行
わ
れ
た
。

�

平
成
元
年
七
月
一
日
に
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
受
け
た
者
に
無
菌
性
髄
膜
炎
及
び
急
性
小
児
片
麻
ひ
が
生
じ
た
と

し
て
、
被
接
種
者
の
保
護
者
か
ら
法
に
基
づ
く
医
療
費
及
び
医
療
手
当
の
請
求
が
あ
り
、
平
成
二
年
三
月
二
十
九
日
に
兵

庫
県
か
ら
厚
生
省
へ
進
達
さ
れ
た
。
同
年
五
月
二
十
二
日
に
厚
生
大
臣
か
ら
審
議
会
へ
の
諮
問
及
び
認
定
部
会
へ
の
付
議

が
行
わ
れ
、
同
年
九
月
十
二
日
の
特
別
委
員
会
で
の
審
議
に
お
い
て
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
と
無
菌
性
髄
膜
炎
及
び

急
性
小
児
片
麻
ひ
の
因
果
関
係
を
否
定
し
き
れ
な
い
こ
と
か
ら
認
定
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
同
年
十
月
二
十
四
日
の
認
定

部
会
で
の
意
見
の
取
り
ま
と
め
及
び
審
議
会
か
ら
の
答
申
を
経
て
、
同
年
十
二
月
十
日
付
け
で
厚
生
大
臣
に
よ
る
認
定
が

三



行
わ
れ
た
。

ま
た
、
被
接
種
者
の
保
護
者
か
ら
法
に
基
づ
く
障
害
児
養
育
年
金
の
請
求
が
あ
り
、
平
成
八
年
四
月
十
一
日
に
兵
庫
県

か
ら
厚
生
省
へ
進
達
さ
れ
た
。同
年
六
月
五
日
に
厚
生
大
臣
か
ら
審
議
会
へ
の
諮
問
及
び
認
定
部
会
へ
の
付
議
が
行
わ
れ
、

同
月
十
九
日
の
等
級
委
員
会
で
の
審
議
に
お
い
て
、
該
当
等
級
は
二
級
と
さ
れ
、
同
日
の
認
定
部
会
で
の
意
見
の
取
り
ま

と
め
及
び
審
議
会
か
ら
の
答
申
を
経
て
、
同
月
二
十
八
日
付
け
で
厚
生
大
臣
に
よ
る
認
定
が
行
わ
れ
た
。

な
お
、
当
時
、
薬
事
行
政
を
所
管
し
て
い
た
厚
生
省
薬
務
局
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
被
接
種
者
に
係
る
個
別
の
救
済
給

付
に
関
係
す
る
審
議
会
等
は
開
催
し
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
平
成
二
年
一
月
八
日
付
け
で
死
亡
一
時
金
及
び
葬
祭
料

の
請
求
が
あ
り
、
平
成
四
年
五
月
二
十
五
日
に
給
付
決
定
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
対
応
状
況
を
正
確
に
把
握

で
き
る
資
料
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
平
成
二
年
三
月
十
四
日
の
特
別
委
員
会
で
の
審
議
に
お
い
て
一
度
保
留
と
さ
れ
、
審
議

結
果
を
踏
ま
え
た
追
加
資
料
を
用
意
し
た
上
、
更
な
る
検
討
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
相
応
の
時
間
を
要
し
た
も
の
と

推
察
さ
れ
る
。

四



三
に
つ
い
て

予
防
接
種
の
継
続
、
中
止
等
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
接
種
に
よ
る
発
病
防
止
の
効
果
と
副
反
応
と
を
総
合
的
に
考
慮
し
、

最
新
の
医
学
的
知
見
に
基
づ
い
て
、
慎
重
に
行
う
必
要
が
あ
る
。

お
尋
ね
の
Ｄ
Ｐ
Ｔ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
の
一
時
見
合
せ
か
ら
再
開
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
十
六
に
つ
い
て

で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

一
方
、
平
成
元
年
当
時
の
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
に
係
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
同
年
十
月
二
十
五
日
に
審
議
会
の
伝
染

病
予
防
部
会
予
防
接
種
委
員
会
で
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
及
び
お
た
ふ
く
か
ぜ
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
の
無
菌

性
髄
膜
炎
に
つ
い
て
（
意
見
）
」
を
踏
ま
え
て
、
「
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
お
た
ふ
く
か
ぜ
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
に

つ
い
て
」
（
平
成
元
年
十
月
二
十
五
日
付
け
健
医
感
発
第
九
十
三
号
厚
生
省
保
健
医
療
局
疾
病
対
策
課
結
核
・
感
染
症
対
策

室
長
通
知
）
を
発
出
し
、
都
道
府
県
に
対
し
て
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
の
無
菌
性
髄
膜
炎
の
発
生
状
況
に
つ
い
て
の
調

査
結
果
が
判
明
す
る
ま
で
の
間
、
お
た
ふ
く
か
ぜ
の
自
然
流
行
の
状
況
を
勘
案
し
つ
つ
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
実
施
に

慎
重
を
期
さ
れ
た
い
旨
を
通
知
し
た
。
ま
た
、
同
年
十
二
月
二
十
日
に
審
議
会
の
伝
染
病
予
防
部
会
で
取
り
ま
と
め
ら
れ
た

「
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
お
た
ふ
く
か
ぜ
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
等
に
つ
い
て
（
意
見
）
」
を
踏
ま
え
て
、
「
乾
燥
弱

五



毒
生
麻
し
ん
お
た
ふ
く
か
ぜ
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
に
つ
い
て
」
（
平
成
元
年
十
二
月
二
十
八
日
付
け
健
医
感
発
第

百
十
二
号
厚
生
省
保
健
医
療
局
疾
病
対
策
課
結
核
・
感
染
症
対
策
室
長
通
知
）
を
発
出
し
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
使
用
に
関

し
、
よ
り
安
全
な
ワ
ク
チ
ン
が
開
発
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
保
護
者
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
限
り
、
麻
し
ん
の
定
期
の
予

防
接
種
時
に
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
を
使
用
さ
れ
た
い
旨
を
通
知
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、Ｄ
Ｐ
Ｔ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
の
一
時
見
合
せ
及
び
再
開
並
び
に
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
の
慎
重
な
継
続
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
に
お
け
る
医
学
的
知
見
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

平
成
二
年
に
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
量
が
増
加
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
平
成
元
年
十
月
二
十
五
日
付
け

で
「
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
お
た
ふ
く
か
ぜ
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
に
つ
い
て
」
を
発
出
し
、
都
道
府
県
に
対
し
て
、

Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
の
無
菌
性
髄
膜
炎
の
発
生
状
況
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
が
判
明
す
る
ま
で
の
間
、
お
た
ふ
く
か
ぜ

の
自
然
流
行
の
状
況
を
勘
案
し
つ
つ
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
実
施
に
慎
重
を
期
さ
れ
た
い
旨
を
通
知
し
た
こ
と
か
ら
、

Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
需
要
が
減
少
し
、
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
ワ
ク
チ
ン
の
需
要
が
増
加
す
る
こ
と
を
予
想
し
て
、
乾
燥
弱
毒

生
麻
し
ん
ワ
ク
チ
ン
の
増
産
を
行
っ
た
製
造
業
者
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
当
時
、
厚
生
省
に
お
い

六



て
は
、
財
団
法
人
細
菌
製
剤
協
会
に
対
し
て
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
ワ
ク
チ
ン
の
需
要
増
加
に
対
応
で
き
る
か
ど
う
か
を
問
い

合
わ
せ
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
製
造
業
者
か
ら
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
、
麻
し
ん
ワ
ク
チ
ン
等
の
供
給
に
つ
い
て
質
問
等
を
受
け
、

ま
た
、
国
立
予
防
衛
生
研
究
所
に
対
し
て
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
ワ
ク
チ
ン
の
検
定
を
優
先
的
か
つ
迅
速
に
処
理
す
る
よ
う
要

望
し
て
い
る
。

ま
た
、
千
葉
県
血
清
研
究
所
が
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
に
つ
い
て
承
認
申
請
を
行
っ
た
の
は
昭
和
六
十
三

年
三
月
三
十
日
で
あ
り
、
厚
生
大
臣
が
承
認
を
行
っ
た
の
は
平
成
二
年
三
月
七
日
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

昭
和
六
十
三
年
か
ら
平
成
六
年
ま
で
の
間
に
お
け
る
麻
し
ん
の
定
期
の
予
防
接
種
の
対
象
者
数
、接
種
者
数
及
び
接
種
率
、

乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
量
並
び
に
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
者
数
及
び
接
種
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
元
年
五
月
か
ら
同
年
七
月
ま
で
の
間
に
厚
生
省
へ
報
告
が
あ
っ
た
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
に
係
る
健
康
被

害
に
つ
い
て
は
、
症
例
の
詳
細
が
不
明
で
あ
っ
た
た
め
、
当
時
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
使
用
の
是
非
等
に
つ
い
て
検
討
を
行

う
状
況
に
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
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六
に
つ
い
て

医
薬
品
の
製
造
業
者
等
に
対
し
て
は
、
当
時
、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
六
十
九
条
第
一
項
に

基
づ
く
薬
事
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
六
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
副
作
用
で
あ
る
と
疑

わ
れ
る
重
篤
な
症
例
等
に
関
す
る
報
告
義
務
が
課
さ
れ
て
い
た
。
御
指
摘
の
四
事
例
に
つ
い
て
は
、
医
薬
品
製
造
業
者
か
ら

の
副
作
用
報
告
は
無
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
な
お
、
医

薬
品
の
製
造
業
者
等
か
ら
の
報
告
が
無
く
、
医
療
機
関
の
協
力
も
無
い
場
合
に
、
厚
生
省
に
お
い
て
副
作
用
症
例
を
把
握
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
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